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〈
南
越
前
町
中
学
生
職
場
体
験
学
習
〉

　

平
成
20
年
度
か
ら
行
っ
て
い
る
職
場
体
験
学
習

を
、
今
年
も
７
月
25
日（
月
）〜
29
日（
金
）の
連
続

５
日
間
実
施
し
ま
す
。

　

職
場
体
験
の
受
入
れ
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
企

業
・
事
業
所
の
方
は
、
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
職
場
体
験
の
目
的
﹈

⑴  

地
域
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
で
、
郷
土
を
大

切
に
す
る
心
を
育
て
る
と
と
も
に
、
社
会
人
と

し
て
の
自
覚
を
高
め
ま
す
。

⑵  

生
徒
が
自
ら
の
個
性
を
理
解
し
、
将
来
へ
の
見

通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
進
路
を
選
択
し
よ
う

と
す
る
意
欲
や
態
度
を
養
い
ま
す
。

⑶  

知（
知
識
と
教
養
）・
徳（
豊
か
な
心
）・
体（
健

や
か
な
体
）
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
人
間
性
、

す
な
わ
ち「
生
き
る
力
」の
育
成
を
図
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

教
育
委
員
会　
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５

　

南
越
地
方
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
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４
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『
Ｈ
23
キ
ャ
リ
ア
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
14 
（
フ
ォ
ー
テ
ィ
ー
ン
）』

募
集
中
！！
中
学
生
職
場
体
験
の
受
入
れ
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
り

被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

　

大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
は
、
所
得

税
の
軽
減
・
免
除
が
受
け
ら
れ
、
税
務
署
で
手

続
き
を
行
う
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
源
泉
所
得
税
の

徴
収
猶
予
や
還
付
、
廃
車
と
な
っ
た
自
動
車
の

自
動
車
重
量
税
の
還
付
な
ど
の
特
例
が
あ
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
地
方
税
に
つ
い
て
も
、
住
民
税
、
固

定
資
産
税
、
自
動
車
税
等
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
役
場
町
民
税
務
課
ま
で
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

武
生
税
務
署　
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町
民
税
務
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あ
な
た
の

「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」
が

被
災
地
支
援
に

　

被
災
地
の
自
治
体
へ
の
寄
附
金
、
自
治
体
を

通
じ
て
の
義
援
金
は「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」と

し
て
、
住
民
税
・
所
得
税
の
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
日
本
赤
十
字
社
や
中
央
共
同
募
金
会
等

へ
の
義
援
金
も「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」と
し
て

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
総
務
省
東
日
本
大
震
災
関
連
情
報

Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.soum
u.go.jp

•◦•◦•◦ 税金のお知らせ ◦•◦•◦•

み
ん
な
で
支
え
る
公
的
年
金

公
的
年
金
制
度
と
は

　

高
齢
者
に
な
っ
た
と
き
、
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
一

家
の
担
い
手
が
死
亡
し
た
と
き
な
ど
に
所
得
保
障
を
行
い
、
本

人
ま
た
は
家
族
の
生
活
を
支
え
て
い
く
の
が
公
的
年
金
で
す
。

　

公
的
年
金
は
、
多
く
の
国
々
で
制
度
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

日
本
で
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
次
の
と
お
り
で
す
。

① 

国
民
皆
年
金（
全
て
の
国
民
が
年
金
保
障
の
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
。）

② 

社
会
保
険
方
式（
保
険
料
の
納
付
実
績
に
応
じ
て
、
年
金
を
受

け
る
権
利
・
金
額
が
決
ま
り
ま
す
。）

③ 

世
代
間
扶
養（
現
役
世
代
の
納
め
る
保
険
料
が
、
今
の
高
齢
世

代
の
生
活
を
支
え
、
現
役
世
代
が
高
齢
者
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
次
の
世
代
の
納
め
る
保
険
料
が
生
活
を
支
え
る
仕
組
み
、

す
な
わ
ち「
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い
」を
基
本
理
念
と
し
て

い
ま
す
。）

公
的
年
金
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

① 

生
涯
に
わ
た
り
支
給
さ
れ
る
終
身
年
金
で
あ
る
こ
と
。

② 

年
金
水
準
が
、
年
金
受
給
者
の
生
活
の
基
本
的
な
部
分
を
支

え
て
い
る
こ
と
。

③ 

長
期
間
に
わ
た
っ
て
収
支
が
均
衡
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

る
こ
と
。

　

 

こ
の
た
め
、
わ
が
国
の
公
的
年
金
は
、
国
民
全
体
で
保
険
料

を
出
し
合
い
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。

公
的
年
金
制
度
の
創
設

　

日
本
の
公
的
年
金
制
度
は
、
労
働
者
を
対
象
と
し
た
労
働
者

年
金
保
険
制
度（
厚
生
年
金
保
険
の
前
身
）が
昭
和
17
年
に
実
施

さ
れ
、
そ
の
後
昭
和
36
年
に
自
営
業
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
国

民
年
金
制
度
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り「
国
民
皆
年
金
体
制
」

と
な
り
ま
し
た
。


